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特定地域医療提供機関

（Ｂ水準）

１ 次のいずれかに該当すること。

（１）救急医療を提供する医療機関であって次のいずれかに該当
ア 医療計画において三次救急医療機関として位置づけられている
イ 医療計画において二次救急医療機関として位置づけられ、かつ次の要件を満たすもの
（ア）年間の救急車受入件数が1,000件以上または診療時間外、休日、夜間に入院となった患者数が年間500人以上
（イ）医療計画における５疾病の治療または予防に係る事業並びに５事業の確保について重要な役割を担う医療機関

（２）居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす医療機関

（３）地域において他の医療機関では提供することが困難な医療の提供など地域における医療の確保のために必要な機能
を有すると知事が認めた医療機関

２ 上記業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると認められるものであるこ
と。

特定労務管理対象機関の対象となる医療機関
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ア 「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」に例示されているもの
（ア）公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療提供体制の確保のために必要と認める医

療機関

（イ）特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供
する医療機関

イ 上記のほか、地域医療提供体制確保の観点から、北海道医療計画に掲げる５疾病・５事業の医療連携体制の構
築に重要な役割を担っている医療機関

(例) 精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療機関、
へき地において中核的な役割を果たす医療機関

(例) 高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

連携型特定地域医療提供機関

（連携Ｂ水準）

１ 他の医療機関に医師の派遣を行うことによって、派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる医療機関であ
ること。

２ 医師の派遣は、当該医療機関の管理者の指示により行われるものその他の医療機関の管理者が医療提供体制の確保のた
めに必要と認めたものであって、当該派遣を行うことによって派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が１年につき
960時間を超える必要があると認められるものであること。



技能向上集中研修機関

（Ｃ－１水準）

１ 臨床研修病院または専門研修を行う医療機関であって、臨床研修医または専門研修を受ける医師をやむを得ず長時間従
事させる必要があること。

２ 次のいずれかに該当すること。
（１）臨床研修病院にあっては、臨床研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能

力を身に付けるために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると認
められるものであること

（２）専門研修を行う医療機関にあっては、専門研修に係る業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより最
新の知見及び技能を修得するために当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必
要があると認められるものであること

特定労務管理対象機関の対象となる医療機関

3

特定高度技能研修機関

（Ｃ－２水準）

１ 特定分野（専門研修における１９基本領域において、高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認め
られる医療の分野）における高度な技能を有する医師を育成するために当該技能の修得のための研修を行う医療機関で
あって、当該研修を受ける医師（技能研修計画が作成された者であって、当該技能を修得のための研修を受けることが適
当であることについて厚生労働大臣の確認を受けた者）をやむを得ず長時間従事させる必要があること。

２ 当該研修を受ける医師は、次に掲げる事項を記載した高度な技能を修得するための研修に関する計画が作成された者で
あって、研修を受けることが適当であることについて、厚生労働大臣の確認を受けた者であること。

（１）計画期間
（２）研修において修得しようとする技能に係る特定分野に関する事項
（３）当該技能の内容に関する事項
（４）上記のほか、当該技能の修得に関する事項

３ 医師を長時間従事させる必要がある業務は、高度な技能を修得するための研修に係る業務であって、当該業務に従事す
る医師の時間外・休日労働時間が１年につき960時間を超える必要があると認められるものであること。



医師労働時間短縮計画について
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１ 概 略

（１）作成対象医療機関
○年間の時間外勤務が960時間を超える医師が勤務する医療機関（令和５年度末までの計画を作成。努力義務）
○連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準の指定を受ける予定の医療機関（令和６年度以降の計画案を作成後、評価センターの第三者評価を受審）

（２）計画期間
○令和５年度末までの計画

計画始期：任意の日 計画終期：令和６年３月末日
○令和６年度以降の計画

計画始期：令和６年４月１日 計画終期：始期から５年を超えない範囲内で任意の日

（３）計画の対象医師
○計画の作成単位は医療機関を原則とし、計画の対象職種は医師のみ
○当該医療機関に勤務する医師全員を計画の対象とすることも可能だが、長時間労働を行う個々の医師に係る計画や、
長時間労働が恒常的となっている診療科に限定して作成することも可能

○複数の特例水準の指定を受けようとする場合は、一つの計画としてまとめて作成することも可能

（１）労働時間と組織管理（共通記載事項）
○労働時間数
○労務管理・健康管理
○意識改革・啓発
○作成プロセス

（２）労働時間短縮に向けた取組（任意の取組を記載）
○タスク・シフト／シェア
○医師の業務の見直し
○その他の勤務環境改善
○副業・兼業を行う医師の労働時間の管理
○Ｃ－１水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化

２ 記載事項



評価センターの評価受審申込から評価結果受取までのスケジュール
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（医療機関勤務環境評価センター資料から抜粋して作成）
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都道府県医療審議会における意見聴取

医療法第百十三条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事さ
せる必要がある業務として厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所（当該都道府県の区域に所在する
ものに限る。）を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として指定することができる。
一 救急医療
二 居宅等における医療
三 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療

２～４ 略
５ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければ
ならない。

医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ（令和２年12月22日）抜粋
都道府県医療審議会の意⾒聴取
（Ｂ・連携Ｂ⽔準）

Ｂ水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医療提供体制全体とし
ても医師の⻑時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の意⾒を聴く。その際、医療

機関の機能分化・連携等を進めることによる将来の地域医療提供体制の目指すべき姿も踏まえることが必要であり、地域医療
構想調整会議における、医療計画のうち地域医療構想の達成の推進のための協議状況を勘案し、地域医療構想との整合性を確
認することが適当である。また、地域の医療提供体制は、地域の医師の確保と⼀体不可分であるため、地域医療対策協議会に

おける議論との整合性を確認することが適当である。このため、実質的な議論は、都道府県医療審議会に設けられた分科会や
地域医療対策協議会等の適切な場において⾏うことを想定している。
（Ｃ-１⽔準）

Ｃ-１水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保に影響を与える可能性があることから、地域の医
療提供体制への影響を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意⾒を聴く。なお、地域医療対策協議

会においても協議することとする。
（Ｃ-２⽔準）
Ｃ- ２水準を適用することにより、地域における⾼度な技能が必要とされる医療の提供体制に影響を与える可能性があること
から、地域の医療提供体制への影響及び構築⽅針との整合性を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会
の意⾒を聴く。

10



特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

2022.4
(R4.4)

2024.4
(R6.4)

医
療
機
関

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

Ｃ水準に関する追加事項

臨床研修･専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

指定申請
提出

Ｃ-２水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認 時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

評価センターの評価

評価センター
評価結果受領

指定申請
受付

都
道
府
県

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定結果
通知

指定公示
評価公表

指定結果
受領

11



○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定（指定期間：３年間）

都道府県が行う指定の公示イメージ

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日

Ｘ病院（所在地） 特定地域医療提供機関 救急医療 令和○年○月○日

Ｙ病院（所在地） 連携型特定地域医療提供機関 医師派遣 令和○年○月○日

Ｚ病院（所在地） 特定地域医療提供機関 居宅等における医療 令和○年○月○日

○技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関の指定（指定期間：３年間）

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日

Ｐ病院（所在地） 技能向上集中研修機関 ○○研修プログラム 令和○年○月○日

Ｑ病院（所在地） 特定高度技能研修機関 △△分野 令和○年○月○日

指定の種類（指定医療機関数）

特定地域医療提供機関 （２） 地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関

連携型特定地域医療提供機関（１） 他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関

技能向上集中研修機関 （１） 一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関

特定高度技能研修機関 （１） 一定の期間集中的に長時間労働し特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関

○ 改正医療法において、都道府県知事が、特定労務管理対象機関（Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の医療機関）の指定を
行った場合は、その旨を公示することを定めている。

○ 指定の公示については、以下のように整理する。
（１）指定内容が具体的に分かるように、指定種別（Ｂ、連携Ｂ、Ｃ-１、Ｃ-２の別）・指定事由、指定年月

日、指定期限を公表事項とする。
（２）指定の公示は、指定の都度、都道府県のホームページ等で行うこととする。
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都道府県が行う評価結果の公表イメージ（記載内容は一例）
○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の評価結果

都道府県が行う評価結果の公表イメージ

指定を受けようとする
特定労務管理対象機関

の種別
医療機関勤務環境評価センターの評価 都道府県による記載（任意記載）

指定の種類
指定
事由

評価結果の概要 都道府県による支援の方針

Ｘ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

救急
医療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が十分になされている。労働時間短縮も進んでいる。
※労働時間短縮に寄与したと考えられる取組等について記載

連携型特定地域
医療提供機関
（連携Ｂ水準）

医師
派遣

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が十分になされている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の
より一層の短縮のため○○につい
て支援を行うこととする。
※労働時間短縮に向けて必要な支
援等について記載

Ｙ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

居宅
等に
おけ
る医
療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組の他、
都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の
短縮のため勤務環境改善支援セン
ターを通じて必要な支援を行うこ
ととする。

連携型特定地域
医療提供機関
（連携Ｂ水準）

医師
派遣

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われていることを訪問調査により確認した。労働時間短縮
に向けた今後の取組について、都道府県による必要な支援を講じられた
い。※労働時間短縮のための取組について記載

医療機関により○○の取組が行わ
れることを確認しており、都道府
県としても必要な支援を行う。
※労働時間短縮に向けて慰労機関
が行う取組を記載

Ｚ
病
院
（
所
在
地
）

特定地域
医療提供機関
（Ｂ水準）

救急
医療

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たし
ている。それ以外の労務管理体制の整備や労働時間短縮に向けた取組と
して○○が行われていることを訪問調査により確認したが、見直しの必
要がある。労働時間短縮に向けた今後の取組について、都道府県による
必要な支援を講じられたい。※労働時間短縮のための取組について記載

勤務環境改善支援センターによる
支援の結果、労働時間の短縮に向
けた取組の見直しが行われた。勤
務環境改善支援センターを通じて
引き続き支援を行っていく。
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都道府県が行う評価結果の公表イメージ（記載内容は一例）
○技能向上集中研修機関・特定高度技能研修機関の評価結果

都道府県が行う評価結果の公表イメージ

指定を受けようとする
特定労務管理対象機関

の種別
医療機関勤務環境評価センターの評価 都道府県による記載（任意記載）

指定の種類 研修内容 評価結果の概要 都道府県による支援の方針

Ｐ
病
院
（
所
在
地
）

技能向上集
中研修機関

（Ｃ-１水準）

○○研修
プログラ
ム

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。研修の効率化に向けた取組
として○○が行われている。研修の効率化に向けた今
後の取組について、都道府県による支援を講じられた
い。
※研修の効率化のための取組について記載

都道府県においては、勤務環境改善支援センター
を通じて、必要に応じた支援を行ってまいりたい。
※労働時間短縮に向けて必要な支
援等について記載

○○研修
プログラ
ム

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。研修の効率化に向けた取組
として○○が十分になされている。研修の効率化に向
けた今後の取組について、都道府県による支援を講じ
られたい。
※研修の効率化のための取組について記載

都道府県においては、勤務環境改善支援センター
を通じて、必要に応じた支援を行ってまいりたい。

特定高度技
能研修機関

（Ｃ-２水準）
○○分野

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取組として○○が行われ
ている。労働時間短縮に向けて、自主的な取組の他、
都道府県による必要な支援を講じられたい。
※労働時間短縮のための取組について記載

都道府県においては、労働時間の短縮のため勤務
環境改善支援センターを通じて必要な支援を行う
こととする。

Ｑ
病
院
（
所
在
地
）

特定高度技
能研修機関

（Ｃ-２水準）
○○分野

労働関係法令及び医療法に規定された事項について必
要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取組として○○が行われ
ていることを訪問調査により確認したが、見直しの必
要がある。労働時間短縮に向けた今後の取組について、
都道府県による必要な支援を講じられたい。※労働時
間短縮のための取組について記載

勤務環境改善支援センターによる支援の結果、労
働時間の短縮に向けた取組の見直しが行われた。
勤務環境改善支援センターを通じて引き続き支援
を行っていく。
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Ｒ４年度

Ｒ５年度 Ｒ６年度～10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

医 療 機 関

医 療 機 関
勤務環境評価
セ ン タ ー

北 海 道

医 療 対 策
協 議 会

医 療
審 議 会

第三者評価実施、医療機関・道へ評価結果通知

医師労働時間短縮計画作成・第三者評価受審

特例水準申請

３６協定締結

指定医療機関・評価結果公表

第３回指定第１回指定 第２回指定

特定労務管理対象機関の令和６年４月指定に向けたスケジュール《現時点での想定》

○時短計画に基づく取組
○特例水準適用者への
追加的健康確保措置
○定期的な時短計画の
見直し、評価受審

開催 開催 開催

開催 開催 開催

７～８月頃 10～11月頃 ２月頃

医療勤務環境改善支援センターによる医療機関への支援実施
○医療法に基づく立入検
査において、追加的健
康確保措置の実施状況
を確認
○必要な助言・指導
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